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○申請・処理コード表

１．各種コード表　

２０００１帳票　【項番０５】申請等の区分

コード 申　　請　　等　　の　　種　　類

２０００１帳票　【項番０２】申請時の許可番号・【項番０３】前回の申請時の許可番号

１ 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求

２

コード 処　　理　　の　　種　　類

４ 経営規模等評価の再審査の申立及び総合評定値の請求

事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度について申請する場合
（例）令和７年１０月１日に会社を新たに設立した場合で令和８年３月３１日に終了した最初の事業年度について申請するとき

０３

１２か月ごとに決算を完結した場合
（例）令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの事業年度について申請する場合

００

０３

２５

許可行政庁

滋 賀 県 知 事 ３７

許可行政庁

３８ 愛 媛 県 知 事

総合評定値の請求

三 重 県 知 事 ３６ 徳 島 県 知 事
コード

経営規模等評価の再審査の申立

２０００１帳票　【項番０６】処理の区分（左欄）

大 阪 府 知 事

コード

北 海 道 知 事 １３０１ 東 京 都 知 事
国 土 交 通 大 臣 １２ 千 葉 県 知 事

許可行政庁 コード

香 川 県 知 事

コード

３０ 和 歌 山 県 知 事０６ 山 形 県 知 事

１６
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その属する企業集団を構成する建設業者の相互の機能分担が相当程度なされているも
のとして認定を受けて申請する場合

１５ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、外国建設業者の属する企業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

申請者について会社更生手続開始の申立て、民事再生手続開始の申立て又は特定調停手続開始の申立てが行われた場合で会社更生手続
開始決定日、会社更生計画認可日、会社更生手続開始決定日から会社更生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日、
民事再生手続開始決定日、民事再生手続開始決定日から民事再生計画認可日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日又は特定調
停手続開始申立日から調停条項受諾日までの間に決算日が到来した場合の当該決算日を審査基準日として申請するとき

申請者について会社の合併が行われた場合で合併期日又は合併登記の日を審査基準日として申請するとき

１３
申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲受人である法人の設立登記日又は事業の譲渡により新たな経営実態が備
わったと認められる日を審査基準日として申請するとき

２９ 奈 良 県 知 事

経営規模等評価の申請

０２

００

０１

０５ 秋 田 県 知 事

０８

処　　理　　の　　種　　類

０７ 福 島 県 知 事 １９ 山 梨 県 知 事
４２ 長 崎 県 知 事

１９ 申請者について会社分割が行われた場合で分割期日又は分割登記の日を審査基準日として申請するとき

１７
申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、建設業者である子会社の発行済株式の全てを保有する親会社と当該子会社からなる企
業集団に属するものとして認定を受けて申請する場合

１８ 申請者について会社分割が行われた場合で分割後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

資-1

２１ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者（連結子会社）として認定を受けて申請する場合

２０ 申請者について事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合

２２ 申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合

１４

事業を承継しない会社の設立後最初の事業年度の終了の日より前の日に申請する場合
（例）令和７年１０月１日に会社を新たに設立した場合で最初の事業年度の終了の日（令和８年３月３１日）より前の日（令和７年１
１月１日）に申請するとき

１２ 申請者について建設業に係る事業の譲渡が行われた場合で譲渡後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

１１

２０００１帳票　【項番０６】処理の区分（右欄）

０４

１０

１４ 神 奈 川 県 知 事 ２６ 京 都 府 知 事

０４ ２８ 兵 庫 県 知 事
岩 手 県 知 事

申請者について会社の合併が行われた場合で合併後最初の事業年度の終了の日を審査基準日として申請するとき

５

１５ 新 潟 県 知 事

６か月ごとに決算を完結した場合
（例）令和７年１０月１日から令和８年３月３１日までの事業年度について申請する場合

商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）の規定に基づく組織変更の登記後最初の事業年度その他１２か月に満たない期間で終了した
事業年度について申請する場合
（例１）合名会社から株式会社への組織変更に伴い令和７年１０月１日に当該組織変更の登記を行った場合で令和８年３月３１日に終
了した事業年度について申請するとき
（例２）申請に係る事業年度の直前の事業年度が令和７年３月３１日に終了した場合で事業年度の変更により令和７年１２月３１日に
終了した事業年度について申請するとき

コード

３

許可行政庁
２４

宮 城 県 知 事

青 森 県 知 事０２
２７

４１ 佐 賀 県 知 事
１６ 富 山 県 知 事 ４０ 福 岡 県 知 事
１７ 石 川 県 知 事

３９ 高 知 県 知 事

１０ 群 馬 県 知 事
３３ 岡 山 県 知 事

１８ 福 井 県 知 事

茨 城 県 知 事 ２０ 長 野 県 知 事
３１ 鳥 取 県 知 事
３２ 島 根 県 知 事 ４４ 大 分 県 知 事

４３ 熊 本 県 知 事

１１ 埼 玉 県 知 事 ２３ 愛 知 県 知 事 ３５ 山 口 県 知 事 ４７ 沖 縄 県 知 事

４５ 宮 崎 県 知 事
２２ 静 岡 県 知 事 ４６ 鹿 児 島 県 知 事

０９ 栃 木 県 知 事 ２１ 岐 阜 県 知 事
３４ 広 島 県 知 事



○許可・業種コード表

２特定建設業１一般建設業

２０００１帳票　【項番１５】許可を受けている建設業

２０００１帳票　【項番１５】許可を受けている建設業の略号

建 設 業 の 種 類

（ 土 ） 土 木 工 事 業 （ 鋼 ） 鋼 構 造 物 工 事 業 （ 絶 ）

電 気 通 信 工 事 業

略号 建 設 業 の 種 類

（ 建 ） 建 築 工 事 業

造 園 工 事 業

略号

（ 清 ）

（ 筋 ） 鉄 筋 工 事 業

舗 装 工 事 業（ 舗 ）

熱 絶 縁 工 事 業

さ く 井 工 事 業

ガ ラ ス 工 事 業

略号 建 設 業 の 種 類

し ゆ ん せ つ 工 事 業 （ 井 ）

板 金 工 事 業

（ 園 ）

（ 通 ）

（ 具 ） 建 具 工 事 業

大 工 工 事 業（ 大 ）

（ 左 ） 左 官 工 事 業

（ と ） と び ・ 土 工 工 事 業 （ 板 ）

石 工 事 業 （ ガ ）

（しゆ）

（ 石 ）

（ タ ）

工 事 の 種 類

清 掃 施 設 工 事 業

解 体 工 事 業

（ 消 ） 消 防 施 設 工 事 業

水 道 施 設 工 事 業

コード コード工 事 の 種 類 工 事 の 種 類 コード

タイル・れんが・ブロック工事業

２０００２帳票　【項番３２】業種コード

（ 水 ）

（ 解 ）

（ 機 ）

（ 内 ）

機 械 器 具 設 置 工 事 業

管 工 事 業

防 水 工 事 業電 気 工 事 業

０４０ 左 官 工 事

大 工 工 事

０１０

０１１

屋 根 工 事 業 （ 塗 ） 塗 装 工 事 業

（ 管 ）

１００ タイル・れんが・ブロック工事

０２０ 建 築 一 式 工 事

０３０

１１０ 鋼 構 造 物 工 事

１１１

土 木 一 式 工 事

プレストレストコンクリート構造物工事

内 装 仕 上 工 事 業

鋼 橋 上 部 工 事

（ 電 ） （ 防 ）

（ 屋 ）

消 防 施 設 工 事

１８０

０５１ 法 面 処 理 工 事 １５０ 板 金 工 事

２５０

０８０ 電 気 工 事

０７０ 屋 根 工 事

０６０

０５０ とび・土工・コンクリート工事 建 具 工 事

石 工 事

２９０

水 道 施 設 工 事

１６０ ガ ラ ス 工 事

清 掃 施 設 工 事２８０

２６０

機 械 器 具 設 置 工 事２００

２１０ 熱 絶 縁 工 事

２２０ 電 気 通 信 工 事

２３０ 造 園 工 事

建 築 工 事 業

１２０ 鉄 筋 工 事

解 体 工 事

１７０ 塗 装 工 事

防 水 工 事

２７０

２４０ さ く 井 工 事

１４０ し ゆ ん せ つ 工 事

１３０ 舗 装 工 事

水 道 施 設 工 事 業

０５

し ゆ ん せ つ 工 事 業

建 具 工 事 業

１４

０９０ 管 工 事 １９０ 内 装 仕 上 工 事

２２

さ く 井 工 事 業

建 設 業 の 種 類 コード

土 木 工 事 業 １１

０６ 石 工 事 業

２０００５帳票　【項番８２】業種コード

コード 建 設 業 の 種 類 コード

板 金 工 事 業

０１

０２

１．各種コード表　

電 気 通 信 工 事 業

１３

０４ 左 官 工 事 業

１９

２７

と び ・ 土 工 工 事 業

建 設 業 の 種 類

熱 絶 縁 工 事 業２１

２４

鉄 筋 工 事 業

２５

鋼 構 造 物 工 事 業

造 園 工 事 業舗 装 工 事 業

１２

清 掃 施 設 工 事 業

塗 装 工 事 業０７

０３ 大 工 工 事 業 ２３

１５

ガ ラ ス 工 事 業１６ ２６

０９ 管 工 事 業

資-2

解 体 工 事 業

消 防 施 設 工 事 業

０８ 電 気 工 事 業 １８ 防 水 工 事 業 ２８

機 械 器 具 設 置 工 事 業

内 装 仕 上 工 事 業 ２９

屋 根 工 事 業 １７

１０ タイル・れんが・ブロック工事業 ２０



○有資格区分コード表（１／４）

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

001

002

003

004

005

111 5 5 5

005 ４ ４ ４

212 2 2 2

113 5 １◆ 5 5 １◆ １◆ 5 １◆ 5 5 5 １◆ １◆ １◆ 5 １◆ 5

005 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

11H １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆

214 2 １○ 2 2 １○ １○ 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○ 2 １○ 2

21J １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

215 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○

21K １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

216 １○ 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

21L １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 １◆ 5 5 １◆ １◆ １◆ 5

005 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

12C １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆

221 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

222 2 １○ 2 １○ １○ 2 2 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2

223 2 2 １○ 2 2 2 １○ 2 2 2 2 2 １○ 2 2 １○ １○ １○ １○

22D １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

127 5 １◆ １◆

005 ４

12E １◆ １◆

228 2 １○ １○

22F １○ １○

129 5 １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆

005 ４

12G １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆

230 2 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

23A １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

131 ５

005 ４

232 ２

133 １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ 5 １◆ １◆ １◆ １◆

005 ４

13D １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆ １◆

234 １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ 2 １○ １○ １○ １○

23E １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○ １○

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

国土交通大臣認定により監理技術者資格を有する者

実務経験により監理技術者資格を有する者

主任技術者資格を有した上で、１級技術検定の第一次検定（１級●●施工管理技士補）に合格した者

審査基準日において解体工事業に係る１年以上の実務経験を有していること

審査基準日以前に登録解体工事講習を受講していること

注１　 大学・短期大学・高等専門学校の指定学科卒業：実務経験３年　　高校の指定学科卒業：実務経験５年　　　※大学院修了は指定学科に該当しないため不可

監理技術者補佐として配置可能な２業種以内に限り４点ずつ配点

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）

２級土木施工管理技士補（鋼構造物塗装）

２級土木施工管理技士（薬液注入）

２級建築施工管理技士（仕上げ）

２級建築施工管理技士補

１級電気工事施工管理技士

１級電気工事施工管理技士補（主任技術者資格要）

１級電気工事施工管理技士補

２級電気工事施工管理技士

２級電気工事施工管理技士補

１級管工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士補（主任技術者資格要）

１級管工事施工管理技士補

２級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士補

（３年）

（３年）

（３年）

［注４］ （３年）

［注３・注４］

令第２９条該当（監理技術者資格有） ［注２］

２級土木施工管理技士補（薬液注入）

［注２］

［注５］

１級土木施工管理技士補（主任技術者資格要）

１級土木施工管理技士補

認定書記載の業種に応じて２業種以内に限り１点ずつ配点

２級土木施工管理技士補（土木）

１級建設機械施工管理技士

法第１５条第２号ハ該当（同号ロ同等以上：大臣認定）

１級建設機械施工管理技士補（主任技術者資格要）

２級建設機械施工管理技士（第１～６種）

［注２］

［注５］

１．各種コード表　

コード

建設業の種類

実務経験を有する２業種以内に限り１点ずつ配点所定年数

１０年

必要実務
経験年数

法第１５条第２号ハ該当（同号イ同等以上：大臣認定）

実務経験を有する２業種以内に限り１点ずつ配点

認定書記載の業種に応じて２業種以内に限り１点ずつ配点

資格の名称等

［注１］法第７条第２号イ該当（指定学科卒）

法第７条第２号ロ該当（実務経験）

２級造園施工管理技士補

［注２］

［注２］

［注２］

［注２］

［注２］

［注４］

［注４］

［注４］

［注５］

［注５］

１級電気通信工事施工管理技士

１級電気通信工事施工管理技士補（主任技術者資格要）

２級電気通信工事施工管理技士

１級造園施工管理技士

１級造園施工管理技士補（主任技術者資格要）

１級建築施工管理技士補（主任技術者資格要）

１級建築施工管理技士補

１級造園施工管理技士補

２級造園施工管理技士

（３年）

［注４］ （３年）

［注３・注４］１級建築施工管理技士

［注４］ （３年）

（５年）

（５年）

［注５］ （５年）

［注５］ （５年）

［注５］

（３年）

［注４］ （３年）

［注４］ （３年）

（５年）

（５年）

［注５］ （５年）

１級土木施工管理技士

［注３・注５］２級土木施工管理技士（土木）

２級建築施工管理技士（建築） ［注３・注５］

［注３・注５］２級建築施工管理技士（躯体）

（５年）

［注５］ （５年）

［注５］ （５年）

（５年）

［注５］ （５年）

［注５］ （５年）

（５年）

（５年）

［注５］ （５年）

【備考】

資-3

注３　 平成２７年度までに技術検定（第二次検定）又は技術士に合格した者については、下記ア又はイのいずれかの要件を満たさなければ解体工事業に係る監理技
術者又は主任技術者の資格を有しないため評価対象外（「申請の手引き【本編】」P３３＜２９解体工事業における留意事項＞を参照）

　ア）

　イ）

注４　 「１◆」の業種においては、１級技術検定の第一次検定又は第二次検定合格後当該業種に係る３年以上の実務経験を有する場合に評価可能

注５　 「１○」の業種においては、２級技術検定の第一次検定又は第二次検定合格後当該業種に係る５年以上の実務経験を有する場合に評価可能

審査基準日において有効な監理技術者資格者証（「有する資格」欄に［実経（●）］（●は業種の略称）の記載があるもの）を提出

　ウ）

主任技術者要件を有することを明らかにする書類及び１級技術検定の第一次検定（技士補）の合格証明書等を提出

→

→

監理技術者資格者証（審査基準日以前に交付された「有する資格」欄に［認定（●）］（●は業種の略称）の記載があるもの）及び監理技術者
講習を受講したことを明らかにする書類（審査基準日において有効期間内であるもの［※］）を提出
　　※有効期間の考え方については、「申請の手引き【本編】」P１８⑦３）を参照

→

　イ）

専修学校（専門学校）の指定学科卒業の場合、コード「００１」ではなく「０９９」にて申請すること

注２　 コード「００５」については、下記ア～ウのいずれかに該当する場合に評価可能

　ア）

※　 必要実務経験年数の考え方については、「申請の手引き【本編】」P１７⑥を参照



○有資格区分コード表（２／４）

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

137 5 5 5 5 5 5

238 2 2 2 2 2

239 2

141 5 5 5 5 5 5 5

142 5 5 5 5 5 5 5 5

143 5 5

144 5 5

145 5

146 5 5

147 5 5

148 5 5 5

149 5 5 5

150 5

151 5 5 5

152 5

153 5 5

154 5 5 5

155 2

256 1

B 258 1

259 1

235 1

D 265 1

168 2

169 2

171 2

271 1

164 2 2

264 1 1

172 2

272 1

157 2 2

257 1 1

173 2

273 1

166 2

266 1

174 2

274 1

175 2

275 1

176 2

276 1

170 2 2 2

270 1 1 1

177 2

277 1

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

昭和４８年改正の職業訓練法施行令（以下、「昭和４８年改正政令」という）による改正後においては、「建築配管作業」以外の作業は評価対象外

コンクリート圧送施工［１級］

左官［１級］

左官［２級］

とび（工）［１級］

型枠施工［１級］

型枠施工［２級］ ３年

タイル張り（工）［１級］

タイル張り（工）［２級］

３年

３年

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管［１級］

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管［２級］

建築板金「ダクト板金作業」［１級］

配管（工）［２級］ ３年［注８］

○　 A：電気工事士法　　B：電気事業法　　C：電気通信事業法　　D：水道法　　E：消防法

資-3の【備考】注３に記載のとおり

給排水衛生設備配管［１級］

３年

３年

A

C

E

３年

３年

配管（工）［１級］ ［注８］

３年

建築板金「ダクト板金作業」［２級］ ３年

コンクリート圧送施工［２級］

ウェルポイント施工［１級］

ウェルポイント施工［２級］

とび（工）［２級］ ３年
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（

技
能
検
定
）

農業 「農業農村工学」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業農
村工学」 ）

機械 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」 ・ 総合技
術監理 （機械 「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理
（上下水道 「上水道及び工業用水道」）

資-4

［注３］

木造建築士【免許】

建設・総合技術監理（建設）

建
築
士
法

技
術
士
法
　
［

注
６
］

第一種電気工事士【免状】

注８　

注３　

注７　 工事担任者資格者証（第一級アナログ通信、第一級デジタル通信又は総合通信に限る）の交付後３年以上の実務経験を有していること

注６　 「資格の名称等」に記載の現技術部門科目に対応する旧技術部門科目の合格の場合も評価可能

※　 必要実務経験年数の考え方については、「申請の手引き【本編】」P１７⑥を参照

給排水衛生設備配管［２級］

［注７］

乙種消防設備士【免状】

建築大工［１級］

建築大工［２級］ ３年

給水装置工事主任技術者【免状】 １年

甲種消防設備士【免状】

電気通信主任技術者【資格者証】

工事担任者【資格者証】

第二種電気工事士【免状】

電気主任技術者［第一～三種］【免状】 ５年

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水
質管理」）

衛生工学 「廃棄物・資源循環」 ・ 総合技術監理 （衛生
工学 「廃棄物・資源循環」）

【備考】

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術
監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

［注３］

２級建築士【免許】

１．各種コード表　

コード 資格の名称等
必要実務
経験年数

建設業の種類

１級建築士【免許】

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土
木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土
木」）

森林 「林業・林産」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業・林
産」）

５年

３年



○有資格区分コード表（３／４）

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

178 2

278 1

179 2 2

279 1 1

180 2

280 1

181 2

281 1

182 2

282 1

183 2

283 1

184 2 2

284 1 1

185 2

285 1

186 2

286 1

187 2

287 1

188 2

288 1

189 2

289 1

190 2

290 1

191 2

291 1

167 2

192 2

292 1

193 2

293 1

194 2

294 1

195 2

295 1

196 2

296 1

197 2

297 1

198 2

298 1

061 1 1

040 2

062 1 1

063 1 1

060 2

064

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

「鉄工」について、昭和４８年改正政令による改正後においては、「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」以外の作業は評価対象外

「木工」について、昭和４８年改正政令による改正後においては、「建具製作作業」以外の作業は評価対象外

講習修了証記載の業種に応じて２業種以内に限り３点ずつ配点

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床
仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 （工）［１級］

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床
仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 （工）［２級］

［注10］

［注１1］

塗装・木工塗装（工）［２級］

板金（工）・打出し板金［２級］

建築塗装（工）［１級］

３年

３年

１年

３年

３年

石工・石材施工・石積み［１級］

３年

３年

３年

３年

３年

３年

［注９］

［注９］

［注10］

３年

３年

３年

３年

築炉（工）・ れんが積み［２級］

石工・石材施工・石積み［２級］

鉄工・製罐（工）［１級］

鉄工・製罐（工）［２級］

畳製作 ・ 畳工［２級］ ３年

鉄筋組立て・鉄筋施工［１級］

鉄筋組立て・鉄筋施工［２級］

工場板金［１級］

注１０

注１１

計装１級（１級計装士）

※　 必要実務経験年数の考え方については、「申請の手引き【本編】」P１７⑥を参照

注９　

「鉄筋施工」について、昭和４８年改正政令による改正後においては、「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組み立て作業」の双方に合格していない場合は評
価対象外

解体工事（解体工事施工技士）

地すべり防止工事（地すべり防止工事士）

基礎ぐい工事（基礎施工士）

建築設備士

基幹技能者

１年

１年

金属塗装（工）［２級］

工場板金［２級］

板金（工）・建築板金［１級］

板金（工）・建築板金［２級］

資-5

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（

技
能
検
定
）

かわらぶき・スレート施工［２級］

ガラス施工［１級］

ガラス施工［２級］

塗装・木工塗装（工）［１級］

［注１1］

防水施工［１級］

防水施工［２級］

さく井［１級］

さく井［２級］

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施
工・サッシ施工［２級］

造園　［１級］

造園　［２級］

熱絶縁施工［１級］

ブロック建築（工）・コンクリート積みブロック施工［１級］

ブロック建築（工）・コンクリート積みブロック施工［２級］

かわらぶき・スレート施工［１級］

３年

路面標示施工［級の区別なし］

３年

畳製作 ・ 畳工［１級］

１．各種コード表　

コード 資格の名称等
必要実務
経験年数

建設業の種類

築炉（工）・ れんが積み［１級］

【備考】

噴霧塗装［１級］

３年

噴霧塗装［２級］

３年

建築塗装（工）［２級］

金属塗装（工）［１級］

３年

板金（工）・打出し板金［１級］

３年

熱絶縁施工［２級］

建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施
工・サッシ施工［１級］



○有資格区分コード表（４／４）

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

704

703

099

加点対象となる能力評価基準については、下記表のとおり

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

704

703

※ ※

※ ※

※

※

※
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土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解
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その他 ［注13］ 所定年数

認定能力評価基準ごとに２業種以内に限り３点ずつ配点

認定能力評価基準ごとに２業種以内に限り２点ずつ配点

※令和８年７月１日以降に申請するものから適用

硝子工事技能者能力評価基準

ＡＬＣ技能者能力評価基準

土工技能者能力評価基準　

実務経験を有する２業種以内に限り１点ずつ配点

［注12］

［注12］

基礎ぐい工事技能者能力評価基準

タイル張り技能者能力評価基準

道路標識・路面標示技能者能力評価基準

消防施設技能者能力評価基準

建築大工技能者能力評価基準

ダクト技能者能力評価基準

保温保冷技能者能力評価基準

グラウト技能者能力評価基準

冷凍空調技能者能力評価基準

運動施設技能者能力評価基準

内装仕上技能者能力評価基準

サッシ・カーテンウォール技能者能力評価基準

エクステリア技能者能力評価基準

建築板金技能者能力評価基準

外壁仕上技能者能力評価基準

※　 必要実務経験年数の考え方については、「申請の手引き【本編】」P１７⑥を参照

注１２

海上起重技能者能力評価基準

ＰＣ技能者能力評価基準

注１３ 施行規則第７条の３第１号、第２号（「有資格区分コード表」に記載の資格を除く）又は第３号に該当するもの

高度専門士又は専門士の称号が付与される専修学校（専門学校）の指定学科卒業：実務経験３年　　左記以外の専門学校の指定学科卒業：実務経験５年

コード

加点対象業種

認定能力評価基準ごとに※が付された業種のうち２業種以内に限り３点ずつ配点

認定能力評価基準ごとに※が付された業種のうち２業種以内に限り２点ずつ配点

能力評価基準の名称

認定能力評価基準（ＣＣＵＳレベル４）

認定能力評価基準（ＣＣＵＳレベル３）

認定能力評価基準（ＣＣＵＳレベル４）

認定能力評価基準（ＣＣＵＳレベル３）

【備考】

１．各種コード表　

コード 資格の名称等
必要実務
経験年数

建設業の種類

認
定
能
力
評
価
基
準

電気工事技能者能力評価基準

橋梁技能者能力評価基準

造園技能者能力評価基準

コンクリート圧送技能者能力評価基準

防水施工技能者能力評価基準

トンネル技能者能力評価基準

建設塗装技能者能力評価基準

左官技能者能力評価基準

機械土工技能者能力評価基準

鉄筋技能者能力評価基準

圧接技能者能力評価基準

型枠技能者能力評価基準

配管技能者能力評価基準

とび技能者能力評価基準

切断穿孔技能者能力評価基準

都市トンネル技能者能力評価基準

発破・破砕技能者能力評価基準

建築測量技能者能力評価基準

圧入技能者能力評価基準

さく井技能者能力評価基準

解体技能者能力評価基準

計装工事技能者能力評価基準

土質改良技能者能力評価基準

石材施工技能者能力評価基準

ウレタン断熱技能者能力評価基準

潜函技能者能力評価基準

住宅建築関連技能者能力評価基準

斜面防災技能者能力評価基準

道路等法面保護工事技能者能力評価基準



○業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方［H29.11.10改正］（１／２）

２．建設業法による建設工事の業種区分一覧表　

資-7



○業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方［H29.11.10改正］（２／２）

２．建設業法による建設工事の業種区分一覧表　

資-8



総合評定値（Ｐ）の算出表

業種別の年間平均完成工事高　　　　　　　　千円（２年又は３年平均）
　資-10の表から、X１＝　　　　　　        （小数点以下の端数切り捨て）

○自己資本額の点数（基準決算又は２期平均）

　　自己資本額　　　　　　　千円　　資-11の表から、ア＝　　　　点

○平均利益額の点数（２期平均）

　　平均利益額　　　　　　　千円　　資-12の表から、イ＝　　　　点

○業種別の技術職員数の点数

　　１級監理受講　　　　　　人×６点

　　　＋１級技術者　　　　　　　 人×５点

　　　＋監理技術者補佐　　　　　　　 人×４点

　　　＋基幹技能者　　　　　　　人×３点

　　　＋２級技術者　　　　　　　 人×２点

　　　＋その他技術者　　　　　 人×１点　＝　　　 点　　資-13の表から、ア＝　　　　点

○業種別の年間平均元請完成工事高　　　　　　　　千円（２年又は３年平均）

　　資-14の表から、イ＝　　　　点

○建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況（W１）

　　資-15のW１から、W１＝

○建設業の営業継続の状況（W２）

　　資-17のW２から、W２＝

○防災活動への貢献の状況（W３）

　　資-18のW３から、W３＝

○法令遵守の状況（W４）

　　資-18のW４から、W４＝

○建設業の経理の状況（W５）

　　　ア：監査の受審状況　　　資-18の　ア　から、ア＝　　　　点
　　　イ：公認会計士等の数　　資-18の　イ　から、イ＝　　　　点

　　　　　　ア　＋　イ　＝　W５　＝

○研究開発の状況（W６）

　　研究開発費　　　　　　　　千円（２期平均）
　　資-19の表から、W６＝

○建設機械の保有状況（W７）

　　資-20の表から、W７＝

○国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況（W８）

　　資-20の表から、W８＝

（W１＋W２＋W３＋W４＋W５＋W６＋W７＋W８）×１０×１７５／２００

（Ｘ１）×０．２５＋（Ｘ２）×０．１５＋（Ｙ）×０．２０＋（Ｚ）×０．２５＋（Ｗ）×０．１５

Ｗ

Ｘ１

資-9

工事種類別年間平均
完成工事高（業種別）

その他の審査項目
（社会性等）

　＝　W　＝　　　　　   　（小数点以下の端数切り捨て）

Ｐ 総合評定値
　＝　P　＝　　　　　   　　（小数点以下の端数四捨五入）

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

Ｘ２
自己資本額及び
平均利益額

経営状況分析

技術職員数及び
工事種類別年間平均
元請完成工事高
（業種別）

（ア＋イ）　÷　２＝　X２　＝　　　　　　　　   （小数点以下の端数切り捨て）

経営状況分析結果通知書から、Y　=

ア×０．８　＋　イ×０．２＝　Z　＝　　　　　     　　（小数点以下の端数切り捨て）

Ｙ
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工事種類別年間平均完成工事高（Ｘ１）

Ｘ１の値については、申請業種の直前２年又は３年の年間平均完成工事高を下記の表に当てはめて算出する

注１ ：年間平均完成工事高の単位は「千円」とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

注２ ：点数に小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

資-10

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　



自己資本額及び平均利益額（Ｘ２）

Ｘ２の値については、次の式により算出する

（算出値に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする）

　（　ア［自己資本額の点数］　＋　イ［平均利益額の点数］　）　÷　２

　　アについては下記の表に、イについては資-12の表にそれぞれ当てはめて算出する

注１ ：自己資本額（【項番１７】の額）が０円に満たない場合は、「０円」とみなす。

注２ ：点数に小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-11

　　ア　自己資本額の点数



注１ ：平均利益額（【項番１８】の額）が０円に満たない場合は、「０円」とみなす。

注２ ：点数に小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

　イ　平均利益額の点数

資-12



技術職員数及び工事種類別年間平均元請完成工事高（Ｚ）

Ｚの値については、申請業種ごとに次の式により算出する

（算出値に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする）

　ア［技術職員数の点数］　×　０．８　＋　イ［年間平均元請完成工事高の点数］　×　０．２　

　　アについては下記の表に、イについては資-14の表にそれぞれ当てはめて算出する

注１ ：点数に小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

注２ ：技術職員数値は、下記の式により算出する。

　　【技術職員数値】

６点　：　１級技術者のうち、監理技術者資格者証の交付を受けかつ監理技術者講習を受講した者

　　　　　　（いずれも審査基準日時点において有効であるものに限る）

５点　：　上記以外の１級技術者

４点　：　監理技術者補佐

３点　：　基幹技能者

２点　：　２級技術者

１点　：　その他の技術者

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

　　ア　技術職員数の点数

資-13



　イ　年間平均元請完成工事高の点数

注１ ：年間平均元請完成工事高の単位は「千円」とし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

注２ ：点数に小数点以下の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-14



その他の審査項目（社会性等）（Ｗ）

Ｗの値については、次の式により算出する

（算出値に小数点以下の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする）

　（Ｗ１＋Ｗ２＋Ｗ３＋Ｗ４＋Ｗ５＋Ｗ６＋Ｗ７＋Ｗ８）　×　１０　×　１７５　÷　２００

　　Ｗ１～Ｗ８について、下記及び資-16～資-20の表にそれぞれ当てはめて算出する

【建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況（Ｗ１）】

　Ｗ１の値については、下記の表における各項目の合計点数により算出する

　　Ｗ１　建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況の点数

　下記の項目について、「有」の場合はそれぞれ上記表の点数を加点し、「無」の場合は０点とする。

・ 建設業退職金共済制度加入の有無

・ 退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

・ 法定外労働災害補償制度加入の有無

・ 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無

　下記の項目については令和８年７月１日以降に申請するものから削除

・ 雇用保険加入の有無　　　（「無」の場合は「－４０」）

・ 健康保険加入の有無　　　（「無」の場合は「－４０」）

・ 厚生年金保険加入の有無　（「無」の場合は「－４０」）

　☆１（若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況）の点数については、【項番４４】【項番４５】

　にそれぞれ記入する内容に基づき、下記の表に当てはめた上で合算して算出する

　　☆１（若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況）の点数

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-15

項目名
点数

（最高点）

建設業退職金共済制度加入の有無 15

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無 15

法定外労働災害補償制度加入の有無 15

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況（☆１） 2

知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況（☆２） 10

ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況（☆３） 5

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況（☆４） 10

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無 5

　※令和８年７月１日以降に申請するものから適用

点数

（１） １５％以上 1

（２） １５％未満 0

点数

（１） １％以上 1

（２） １％未満 0

若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況

新規若年技術職員の育成及び確保の状況



　☆２（知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況）の点数については、

　次の式による計算値を下記の表に当てはめて算出する

・ 「技術者数」「ＣＰＤ単位取得数」は、それぞれ【項番４６】の各欄に記入する値

　（「申請の手引き【本編】」Ｐ１２及びＰ２４を参照）

・ 「技能者数」「技能レベル向上者数」「控除対象者数」は、それぞれ【項番４７】の各欄に記入する値

　（「申請の手引き【本編】」Ｐ１２及びＰ２５を参照）

① 技術者に関する評価

② 技能者に関する評価

なお、「技能者数－控除対象者数」が０となる場合、②の値は０とする。

　　☆２（知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況）の点数

　☆３（ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況）の点数については、【項番４８】～【項番５０】

　にそれぞれ記入する内容に基づき、資-17の表に当てはめて算出する

　ただし、複数の認定を取得している場合は、最も点数の高いもの（１種類）を評価対象とする

「ＣＰＤ単位取得数／技術者数」の値が3未満の場合は０、3以上6未満の場合は１、6以上9未満の場合は２、9
以上12未満の場合は３、12以上15未満の場合は４、15以上18未満の場合は５、18以上21未満の場合は６、
21以上24未満の場合は７、24以上27未満の場合は８、27以上30未満の場合は９、30の場合は１０とする。

「技能レベル向上者数／（技能者数－控除対象者数）」の値を百分率で表した数値が1.5％未満の場合は０、
1.5％以上3％未満の場合は１、3％以上4.5％未満の場合は２、4.5％以上6％未満の場合は３、6％以上7.5％未
満の場合は４、7.5％以上9％の場合は５、9％以上10.5％未満の場合は６、10.5％以上12％未満の場合は７、
12％以上13.5％未満の場合は８、13.5％以上15％未満の場合は９、15％以上の場合は１０とする。

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-16

技術者数 ＣＰＤ単位取得数 技能者数 技能レベル向上者数

技術者数＋技能者数 技術者数 技術者数＋技能者数 技能者数－控除対象者数
計算値　：　 × ＋ ×

①技術者に関する評価 ②技能者に関する評価



　　☆３（ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況）の点数

　☆４（建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況）の点数については、

　その実施状況を下記の表に当てはめて算出する

　（「申請の手引き【本編】」Ｐ２６を参照）

　　☆４（建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況）の点数

【建設業の営業継続の状況（Ｗ２）】

　Ｗ２の値については、【項番５３】及び【項番５４】に記入する内容に基づき、次の式により算出する

　ア［営業年数の点数］　＋　イ［民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数］

　　アについては下記の表に、イについては資-18の表にそれぞれ当てはめて算出する

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-17

　　ア　営業年数の点数

点数

（１） 審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事において実施 10

（２） 審査対象工事のうち、全ての公共工事において実施 5

（３） 上記以外 0

措置の区分

　※令和８年７月１日以降に申請するものから適用、（１）（２）それぞれ５点減



　　イ　民事再生法又は会社更生法の適用の有無の点数

【防災活動への貢献の状況（Ｗ３）】

　Ｗ３の値については、【項番５５】に記入する内容を下記の表に当てはめて算出する

【法令遵守の状況（Ｗ４）】

　Ｗ４の値については、【項番５６】及び【項番５７】に記入する内容を下記の表に当てはめて算出する

【建設業の経理の状況（Ｗ５）】

　Ｗ５の値については、【項番５８】～【項番６０】に記入する内容に基づき、次の式により算出する

　ア［監査の受審状況の点数］　＋　イ［公認会計士等の数の点数］

　　アについては下記の表に、イについては下記の式による計算値を資-19の表に当てはめて算出する

　　イに係る計算式（「公認会計士等数値」の算出）

　　公認会計士等の数　×　１　＋　二級登録経理試験合格者等の数　×　０．４　

・ 「公認会計士等の数」は、【項番５９】に記入する値

・ 「二級登録経理試験合格者等の数」は、【項番６０】に記入する値

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-18

　　ア　監査の受審状況の点数



　　イ　公認会計士等の数の点数

【研究開発の状況（Ｗ６）】

　Ｗ６の値については、【項番６１】に記入する内容を下記の表に当てはめて算出する

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-19



【建設機械の保有状況（Ｗ７）】

　Ｗ７の値については、【項番６２】に記入する内容を下記の表に当てはめて算出する

【国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況（Ｗ８）】

　Ｗ８の値については、【項番６３】～【項番６５】に記入する内容を下記の表に当てはめて算出する

３．総合評定値（Ｐ）の算出方法等　

資-20

点数

（１） エコアクション２１、ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の３項目全て 10

（２） ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１の２項目 10

（３） エコアクション２１及びＩＳＯ９００１の２項目 8

（４） エコアクション２１及びＩＳＯ１４００１の２項目 5

（５） ＩＳＯ９００１の１項目のみ 5

（６） ＩＳＯ１４００１の１項目のみ 5

（７） エコアクション２１の１項目のみ 3

（８） 無 0

認証又は登録の状況



○工事種類別完成工事高付表（様式第１号）

４．確認書類等様式　

資-21

様式第１号
（用紙Ａ４）

申請者

経営規模等評価対象建設業に係る建設工事の
完成工事高（積み上げ後）

左に含める完成工事高

工事種類別完成工事高付表



○経理処理の適正を確認した旨の書類（様式第２号）

４．確認書類等様式　

資-22

様式第２号
（用紙Ａ４）

　近畿地方整備局長　殿

令和　　年　　月　　日

経理処理の適正を確認した旨の書類

  私は、建設業法施行規則第１８条の３第３項第２号の規定に基づく確認を行うため、　.
.　の令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの第　　　期事業年度にお
ける計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表につ
いて、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行
をしん酌され作成されたものであること及び別添の会計処理に関する確認項目の対象に係る
内容について適正に処理されていることを確認しました。

商号又は名称

所属・役職

氏名



○継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿（様式第３号）

４．確認書類等様式　

資-23

様式第３号
（用紙Ａ４）

　　近畿地方整備局長　殿

住所             　

商号又は名称

代表者氏名

通　番

　建設業法施行規則別記様式第２５号の１４・別紙二の技術職員名簿に記載した者のうち、下表に掲げる
者については、審査基準日において継続雇用制度の適用を受けていることを証明します。

年　　　月　　　日

継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿

氏　　名 生　年　月　日



○ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿（様式第４号）

４．確認書類等様式　

資-24

様式第４号
（用紙Ａ４）

通番 氏名 生年月日 CPD単位

ＣＰＤ単位総計（①＋②）

ＣＰＤ単位を取得した技術者名簿
（技術職員名簿に記載のある者を除く）

　　　年　　　月　　　日

上記技術者が取得したＣＰＤ単位の合計（①）

技術職員名簿に記載のある技術職員が取得したＣＰＤ単位合計（②）



○技能者名簿（様式第５号）

４．確認書類等様式　

資-25

様式第５号
（用紙Ａ４）

通番 氏名 生年月日 評価日
レベル

向上の有無
控除対象

合計 （人） （人） （人）

技能者名簿

　　　年　　　月　　　日



○建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書
　及び情報共有に関する同意書（様式第６号）

４．確認書類等様式　

資-26

様式第６号
（用紙Ａ４）

近畿地方整備局長　殿

申請区分  （１．全ての建設工事、２．全ての公共工事）

合　　　計

科　　　目

措置実施工事

件　　　数

件

件

件

件

措置未実施工事
軽微な工事

災害応急対策

建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を実施した旨の誓約書

及び

情報共有に関する同意書

　　年　　月　　日

建設キャリアアップシステム事業者ＩＤ

　令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日までの期間に発注者から直接請け負った建設
工事について、以下のとおり、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置
を実施していることを誓約します。
　また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般財団法
人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行うことに同意
します。

住所

商号又は名称

代表者氏名



○「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書（様式第７号）

※令和８年７月１日以降に申請するものから適用

４．確認書類等様式　

資-27

様式第７号
（用紙Ａ４）

近畿地方整備局長　殿

申請区分  （Ａ．取り組みを行う、Ｂ．取り組みを行っている）

商号又は名称

代表者氏名

項　　　目

審査基準日

取組開始日

日　　　付

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書

住所

　　年　　月　　日

　「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」において、令和　　年　　月　　日付で宣言した取
り組みについて、取組開始日以降（行う／行っている）ことを誓約します。
　また、建設業法第２７条の２６第１項に定める国土交通大臣又は都道府県知事及び一般財団法
人建設業振興基金との間において、上記の内容を確認する目的での情報共有を行うこと及び上記
の内容を確認する目的の調査に協力することに同意します。



○雇用証明書（所定様式）

４．確認書類等様式　

資-28

証明日 　　年　　月　　日

被雇用者
　氏名
　居所
　生年月日

事業主
　所在地
　名　称
　役職名
　氏　名

 

　
㊞

（※２）有の場合、○歳の誕生日の属する月末　等退職の日の詳細について記載。
（※３）該当するものを○で囲むこと。

被雇用者にかかる始業、終
業の時刻、休憩時間及び休
日

１　始業・終業の時刻等
　　　始業（　　　時　　　分）　終業（　　　時　　　分）
２　休憩時間（　　）分

３　休日
・定例日；毎週　　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　）
・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　　）

社会保険の加入状況、雇用
保険の適用有無（※３）

・社会保険の加入状況(厚生年金 健康保険 その他（　　　　）)

・雇用保険の適用（　有　，　無　）

（※１）建設業許可申請の場合は申請日（＝証明日）を、経営事項審査の場合は審査基準日を記載。

就業規則に定める始業、終
業の時刻、休憩時間及び休
日

１　始業・終業の時刻等
　　　始業（　　　時　　　分）　終業（　　　時　　　分）
２　休憩時間（　　）分

３　休日
・定例日；毎週　　曜日、国民の祝日、その他（　　　　　　　　　）
・非定例日；週・月当たり　　日、その他（　　　　　　　　　　　）

就業規則に定める退職に関
する事項

１　定年制　（　有　（　　歳）　，　無　）（※２）
　（退職の日：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　継続雇用制度（　有（　　歳まで）　，　無　）

雇 用 証 明 書

　　　　　　　　　　

　　年　　月　　日(※１)現在、下記の労働条件で雇用していることを証明します。

契約期間

１．就業規則に定める退職の日まで（　 　　年　　月　　日より採用）

２．期間の定めなし（　 　　年　　月　　日より採用）

３．　 　　年　　月　　日　　～　 　　年　　月　　日



○技術職員名簿データ（様式Ａ）

※令和８年７月１日以降に申請するものから様式等一部改定

４．確認書類等様式　

資-29

申請者

審査基準日

通番

新
規
掲
載
者

氏　　　名 生年月日

審査基
準日現
在の満
年齢

講
習
受
講

講
習
受
講

監理技術者
資格者証
交付番号

監理技術者
資格者証
有効期限

講習修了
年月日

社会保険
資格取得日

標準報酬
月額（千

円）

CPD
単位
取得
数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

様式Ａ

有資格区
分コード

業種
コー
ド

有資格区
分コード

業種
コー
ド

技術職員名簿データ（２００人以上）



○１級監理受講者名簿（様式Ｂ）

※令和８年７月１日以降に申請するものから様式等一部改定

４．確認書類等様式　

資-30

申請者

審査基準日

頁及び
通番

氏　　　名 生年月日

審査基
準日現
在の満
年齢

講
習
受
講

講
習
受
講

監理技術者
資格者証
交付番号

監理技術者
資格者証
有効期限

講習修了
年月日

様式Ｂ

有資格区
分コード

業種
コー
ド

有資格区
分コード

業種
コー
ド

１級監理受講者名簿



○建設業経理士等名簿（様式Ｃ）

※令和８年７月１日以降に申請するものから様式等一部改定

４．確認書類等様式　

資-31

申請者

審査基準日

番号
保有資格
又は級

氏　　　名 生年月日
合格日又は
講習修了日

審査基
準日現
在の満
年齢

備考

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

様式Ｃ

建設業経理士等名簿



○建設機械の保有状況一覧表（様式Ｄ）

※令和８年７月１日以降に申請するものから様式等一部改定

４．確認書類等様式　

資-32

様
式

Ｄ

審
査

基
準

日
：　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

申
請

者

　
［
自

社
所

有
］
取

得
年

月
日

　
［
割

賦
購

入
］
引

渡
年

月
日

及
び

最
終

支
払

年
月

　
［
リ

ー
ス

］
契

約
期

間
の

始
期

及
び

終
期

シ
ョ

ベ
ル

系
掘

削
機

・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
ト

ラ
ク

タ
ー

シ
ョ

ベ
ル

・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

自
社

所
有

年
　

　
月

　
　

日
取

得
・
ダ

ン
プ

車
・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

割
賦

購
入

　
年

　
月

　
日

引
渡

、
最

終
支

払
　

　
年

　
　

月
・
不

整
地

運
搬

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

シ
ョ

ベ
ル

系
掘

削
機

・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
ト

ラ
ク

タ
ー

シ
ョ

ベ
ル

・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

自
社

所
有

年
　

　
月

　
　

日
取

得
・
ダ

ン
プ

車
・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

割
賦

購
入

　
年

　
月

　
日

引
渡

、
最

終
支

払
　

　
年

　
　

月
・
不

整
地

運
搬

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

シ
ョ

ベ
ル

系
掘

削
機

・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
ト

ラ
ク

タ
ー

シ
ョ

ベ
ル

・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

自
社

所
有

年
　

　
月

　
　

日
取

得
・
ダ

ン
プ

車
・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

割
賦

購
入

　
年

　
月

　
日

引
渡

、
最

終
支

払
　

　
年

　
　

月
・
不

整
地

運
搬

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

シ
ョ

ベ
ル

系
掘

削
機

・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
ト

ラ
ク

タ
ー

シ
ョ

ベ
ル

・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

自
社

所
有

年
　

　
月

　
　

日
取

得
・
ダ

ン
プ

車
・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

割
賦

購
入

　
年

　
月

　
日

引
渡

、
最

終
支

払
　

　
年

　
　

月
・
不

整
地

運
搬

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

シ
ョ

ベ
ル

系
掘

削
機

・
ブ

ル
ド

ー
ザ

ー
・
ト

ラ
ク

タ
ー

シ
ョ

ベ
ル

・
モ

ー
タ

ー
グ

レ
ー

ダ
ー

自
社

所
有

年
　

　
月

　
　

日
取

得
・
ダ

ン
プ

車
・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
フ

ィ
ニ

ッ
シ

ャ
・
移

動
式

ク
レ

ー
ン

割
賦

購
入

　
年

　
月

　
日

引
渡

、
最

終
支

払
　

　
年

　
　

月
・
不

整
地

運
搬

車
・
高

所
作

業
車

・
締

固
め

用
機

械
・
解

体
用

機
械

リ
ー

ス
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日
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○建設機械の使用に関する誓約書（様式Ｅ）

※令和８年７月１日以降に申請するものから様式等一部改定

４．確認書類等様式　

資-33

様式Ｅ

近畿地方整備局長　殿

対象となる建設機械

建設機械の使用に関する誓約書

住所

　　年　　月　　日

　「建設機械の保有状況一覧表」に記載した建設機械のうち下記に掲げる建設機械につ
いては、審査基準日から１年７ヶ月後の日までの間に現行のリース契約期間が満了しま
すが、リース契約の更新又は購入により審査基準日から１年７ヶ月以上の期間にわたっ
て間断なく使用できる権利を有することとする旨を誓約します。

商号又は名称

代表者氏名

No. 建設機械の種類 種別又は規格製造・車体番号型式



○ＩＳＯ規格の登録に関する誓約書（様式Ｆ）

※令和８年７月１日以降に申請するものから様式等一部改定

４．確認書類等様式　

資-34

様式Ｆ

近畿地方整備局長　殿

【対象となるＩＳＯ規格】

□ 　ＩＳＯ９００１

□ 　ＩＳＯ１４００１

□ 　ＩＳＯ９００１及びＩＳＯ１４００１

【登録証及び付属書等の記載内容が一致しない事由】

・対象となる営業所名

・記載内容が一致しない事由

□ 　前年度の受審に係る審査基準日後に新設したため

　　　 新設年月日　　

□ 　前年度の受審に係る審査基準日後に所在地を変更したため

　　　 変更年月日　　

商号又は名称

代表者氏名

ＩＳＯ規格の登録に関する誓約書

住所

　　年　　月　　日

　前年度に受審した経営事項審査（審査基準日：令和　　年　　月　　日）においては建設
業の許可を受けた全ての営業所につき下記に掲げるＩＳＯ規格の登録を受けていました
が、左記審査基準日後に下記に掲げる事由が生じたため、今回受審する経営事項審査
の審査基準日時点において建設業許可を受けている全営業所の名称及び所在地の状況
について、今回提出するＩＳＯ規格の登録証及び付属書等の記載内容と一致しない部分
が生じています。
　当該営業所については、建設業許可を受けている状況と一致させるべく現在認証手続
を行っている事実に相違ないこと、また次回の経営事項審査の受審の際には一致した内
容が記載された登録証及び付属書等を提出する旨を誓約します。



○審査手数料印紙貼付書（参考様式）

４．確認書類等様式　

資-35

申請業種数 業種　

※３

審査手数料印紙貼付書

基本手数料８，５００円に、申請する１業種当たり２，５００円を加算した額を「収入印
紙」にて納付してください。

※１

地方公共団体が発行する「収入証紙」にて手数料を納付することはできません。

※２ 当該様式又は任意の用紙に「収入印紙」を貼付して納付（提出）してください。
（消印がなされた収入印紙は不可）

１業種 11,000 １５業種 46,000
２業種 13,500 １６業種 48,500
３業種 16,000 １７業種 51,000
４業種 18,500 １８業種 53,500
５業種 21,000 １９業種 56,000
６業種 23,500 ２０業種 58,500
７業種 26,000 ２１業種 61,000
８業種 28,500 ２２業種 63,500
９業種 31,000 ２３業種 66,000

１０業種 33,500 ２４業種 68,500
１１業種 36,000 ２５業種 71,000
１２業種 38,500 ２６業種 73,500
１３業種 41,000 ２７業種 76,000
１４業種 43,500 ２８業種 78,500

２９業種 81,000

審査手数料早見表



○宛先用紙（参考様式）

４．確認書類等様式　

資-36

✂

大阪市中央区大手前３－１－４１
大手前合同庁舎

近畿地方整備局　建政部　
建設産業第一課　調査係　宛

（申請者名）

（許可番号）

※１及び２が同一の場合は、２の記載は不要です。

経営事項審査関係書類　在中

1 5〒 5 4 0 8 6

１　申請者名 　２　送り主名

経審用
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